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経
済
的
な
理
由
や
失
業
、
退
職
な
ど
に
よ
り
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付
の
免
除
や
猶
予
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（平成２２年中の総所得金額等－３３０，０００円）
×８.２３％

２３年度保険料額
（最高限度額５０万円）４３，９２４円

※

①所得割額

【所得基準】※平成２３年度保険料月額　１５，０２０円

②均等割額 ①＋②

保険料の計算方法

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
被
保

険
者
お
一
人
お
ひ
と
り
に
保
険
料
を
ご

負
担
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
保
険

料
額
を
お
知
ら
せ
す
る
「
平
成
２３
年
度

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知

書
」
を
７
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
こ
の
保
険
料
額
は
、
平
成
２２
年
中
の

所
得
に
応
じ
て
計
算
し
て
い
ま
す
。（
下

の
表
参
照
）

７
月
中
旬
に
新
し
い

被
保
険
者
証
を
お
送
り
し
ま
す

　
現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証
の
有
効

期
限
は
、
７
月
３１
日
で
す
。
７
月
中
旬

に
新
し
い
被
保
険
者
証
を
お
届
け
し
ま

す
の
で
、
８
月
１
日
か
ら
は
、
新
し
い

被
保
険
者
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
で
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
保
険
料
の
滞
納
状
況
に
よ
っ

て
は
、
有
効
期
限
が
短
い
保
険
証
（
短

期
被
保
険
者
証
）
を
お
届
け
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
事
情
が

あ
る
場
合
は
、
早
め
に
保
険
・
医
療
課

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
市
民
安
全
部
保
険
・
医
療
課

　（
滝
野
庁
舎
）　
４
８
・
３
０
０
４

【
申
請
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
制

度
の
要
件
】

◆
前
年
の
所
得
が
少
な
い
方

◆
失
業
、
退
職
、
倒
産
、
事
業
の
廃

止
な
ど
が
あ
っ
た
方

◆
障
害
者
ま
た
は
寡
婦
で
あ
っ
て
、

前
年
の
所
得
が
１
２
５
万
円
以
下

の
方

◆
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
以

外
の
扶
助
を
受
け
て
お
ら
れ
る
方

◆
特
別
障
害
給
付
金
を
受
け
て
お
ら

れ
る
方

【
免
除
・
猶
予
期
間
の
扱
い
】

　
免
除
・
猶
予
承
認
期
間
は
、
受
給

資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
免

除
の
割
合
に
よ
り
受
け
取
る
年
金
額

が
変
わ
り
ま
す
。

■
全
額
免
除･･･

１
／
２
の
年
金

■
３
／
４
免
除･･･

５
／
８
の
年
金

■
半
額
免
除･･･

３
／
４
の
年
金

■
１
／
４
免
除･･･

７
／
８
の
年
金

■
若
年
者
納
付
猶
予･･･

年
金
額
に

　
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
年
金
の
受
給
前
で
あ
れ

ば
、
１０
年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
３
年
以
上
前
の
免
除
等
期
間
の
保

険
料
の
追
納
に
つ
い
て
は
、
加
算
が

つ
き
ま
す
）

【
免
除
・
猶
予
承
認
期
間
】

　
免
除
・
猶
予
の
承
認
期
間
は
、
７

月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。
７
月
か
ら
引
き
続
き
承
認
を

希
望
す
る
場
合
や
、
新
た
に
承
認
を

受
け
よ
う
と
さ
れ
る
方
は
、
申
請
書

の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
保
険
料
の
全
額
免
除

（
失
業
の
場
合
を
除
く
）
の
承
認
を

受
け
て
い
た
方
で
、
申
請
時
に
継
続

申
請
の
希
望
を
さ
れ
た
場
合
は
、
翌

年
度
以
降
、
改
め
て
申
請
を
さ
れ
な

く
て
も
、
自
動
的
に
審
査
を
行
い
ま

す
。

【
申
請
先
】

　
各
庁
舎
窓
口
セ
ン
タ
ー

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
印
鑑

・
平
成
２２
年
３
月
３１
日
以
降
に
会
社

を
退
職
さ
れ
た
方
は
、
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
、
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
等
の
写
し

問
い
合
わ
せ

　
市
民
安
全
部
保
険
・
医
療
課

　（
滝
野
庁
舎
）

　
　
４
８
・
３
０
０
４

７
月
は
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・

納
付
猶
予
申
請
の
更
新
時
期
で
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度※総所得金額等とは、収入額から控除額を差し引いた金額です。ただし、ここでいう控除

額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除（社会
保険料控除、扶養控除など）は含みません。

※若年者（３０歳未満）納付猶予制度の所得基準は、全額免除と同じ額です。

免除の区分 免除が適用される所得の上限額 免除後の保険料月額

全 額 免 除

４分の３免除

半 額 免 除

４分の１免除

（扶養親族等の人数＋１）×３５万円＋２２万円

７８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

１１８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

１５８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

０円

３，７６０円

７，５１０円

１１，２７０円


